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１ 空家等実態調査（その他参考資料） 

⑴各町エリア別空家等数（倒壊危険度ランク別） 
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⑵大字別空家等数・空家等率 
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⑶景観情報判定例（「該当有り」のサンプル写真） 

(a)屋根・外壁等の脱落、飛散の恐れ 

  

※軒裏や外壁の部材の剥離程度以上のもの 

 

(b)雑草等の繁茂 

  

※手入れがなされていないとみられるもの 

 

 (c)立木の腐朽、倒壊、はみ出し 

   

※人の肘から指先までの長さ程度以上のはみ出しがあるもの 
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 (d)小動物・害虫の発生 

 

 

(e)不特定の者が容易に侵入できる状態 

  

※扉が開いていたり、破損していたりしているもの 

 

(f)門柱・塀・工作物の傾き、損傷 

  

※門や塀などが破損し、倒壊等の危険があるもの 

 

  

ハチの巣 
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(g)窓ガラスの破損 

  

※窓ガラスの破損が一部でも確認できたもの 

 

(h)ゴミ等の放置又は不法投棄 

  

※ゴミ袋１つ程度より多いもの 

 

(i)臭気の発生 

 

  

漁業用の網等 
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２ 住宅・土地統計調査と実態調査の調査結果の乖離について（考察） 

本計画において使用している２つの調査「住宅・土地統計調査（国）」と、「実態調査（市）」

の調査結果の乖離については、主に次のような要因が考えられます。 

(a)基本的な調査方法の違い 

(b)共同住宅等のカウント方法の違い 

(c)同一敷地内に複数の住宅がある場合のカウント方法の違い 

 

(a)基本的な調査方法の違いについて 

 住宅・土地統計調査は推定値、実態調査は実数値であり、基本的な調査方法の違いから乖離が生

じている可能性があります（【表１】）。 

【表１】基本的な調査方法の違い 

住宅・土地統計調査（H25

年） 

市内の一部（複数箇所）において現地調査したデータ

を基に空き家数を算出する（推定値）。 

実態調査（H27 年度） 
 市内全域において現地調査を行い、空家等数をカウン

トする（実数値）。 

 

(b)共同住宅等のカウント方法の違いについて 

 共同住宅等については、カウント方法の違いから、住宅・土地統計調査の方が戸数が多くなるこ

とが考えられます（【表２】）。 

【表２】共同住宅・長屋のカウント方法の違い 

 共同住宅 長屋 

住宅・土地統計調査（H25

年） 

 一部入居者がいたとしても、空きがあれば１室（戸）

ごとにカウントする。 

実態調査（H27 年度） 

 全室が空いている場合の

み、1 棟ごとにカウントす

る。 

 全戸が空いている場合の

み、1 戸ごとにカウントす

る。 

（イメージ図） 

 

 

 

①一部空室（少） ②一部空室（多） ③全て空室

空 空 空 空 空 空 空 空 空 空 空

空 空 空 空 空 空 空 空 空 空

空 空 空 空 空 空 空 空 空 空

　住宅・土地統計調査

　実態調査

　共同住宅の空室
　状況図
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空き家（空家等）数を種類別にみると、「共同住宅・長屋・その他（※）」は、住宅・土地統計調

査では 2,810 となっており、全体の半数近く（約 45%）を占めています（【表３】）。 

※「その他」…事務所や工場等の併用住宅 

住宅・土地統計調査の「空き家数」における「共同住宅・長屋・その他」の内訳は不明ですが、

「居住世帯のある住宅数」（≠空き家）では内訳が公表されており（【表４】）、それによると

「共同住宅」は 3,940 で、「共同住宅・長屋・その他」における割合は約 87%と大部分を占めてい

ます。また、「長屋」は 610（約 13%）、「その他」は 40（約 0.9%）と少なくなっています。 

このことから、【表３】でも同様に、住宅・土地統計調査の「共同住宅・長屋・その他」の

2,810 のうち大部分は共同住宅であると推測されます。その一方で、実態調査の「共同住宅」は 0

であることから、住宅・土地統計調査の「共同住宅・長屋・その他」の 2,810 には、「一部居住者

がいたとしてもカウントされる空き室」（実態調査では対象外）が多く含まれるのではないかと推

測されます。 

【表３】空き家（空家等）数（種類別） 

 総数 戸建 共同住宅 長屋 その他※ 

住宅・土地統計調査（H25

年） 
6,290 3,480 2,810 

実態調査（H27 年度） 1,442 1,134 0 123 185 

※「その他」…事務所や工場等（住宅・土地統計調査の場合は併用住宅のみ） 

【表４】居住世帯のある住宅（≠空き家）数（種類別） 

 総数 戸建 共同住宅 長屋 その他 

住宅・土地統計調査（H25

年） 
22,410 17,830 3,940 610 40 

 

＜補足＞ 

①「居住世帯のある住宅数」と「居住世帯なしの住宅数」の内訳は、【表５】のようになっていま

す（【表４】関連）。 

【表５】住宅・土地統計調査（H25 年）の住宅数の内訳 

住宅 

総数 

居住世帯あり 居住世帯なし 

総数 
同居世

帯なし 

同居

世帯

あり 

総数 

一時現

在者の

み 

空き家 建

築

中 
総数 

二次的

住宅 

賃貸用

の住宅 

売却用

の住宅 

その他

の住宅 

28,960 22,410 22,230 180 6,550 210 6,290 1,000 1,890 40 3,360 50 

 

②空き家（空家等）数を用途別（二次的住宅、賃貸・売却用住宅など）・種類別（戸建、共同住宅

など）で表すと、【表６】のようになります。 

【表６】空き家（空家等）数（用途・種類別） 

 総数 二次的住宅 賃貸用の住宅 売却用の住宅 その他の住宅 

戸建 共同等 戸建 共同等 戸建 共同等 戸建 共同等 戸建 共同等 

住宅・土地統計

調査（H25 年） 

6,290 1,000 1,890 40 3,360 

3,480 2,810 100 900 330 1,560 40 0 3,010 350 

実態調査(H27 年度) 1,442 (調査項目なし) 91 1,351 

大部分が共同住宅であり、その多くが実

態調査の対象外である可能性あり 

実態調査の共

同住宅は 0 

共同住宅の割合

が特に高い 

長屋・その他（事務所や工場

等の併用住宅）の割合は低い 
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(c)同一敷地内に複数の住宅がある場合のカウント方法の違いについて 

 同一敷地内に複数の住宅がある場合（例：母屋と離れなど）、住宅・土地統計調査では、住宅ご

とにカウントしますが、実態調査では１戸としてカウントしています（【表７】）。 

 これにより、住宅・土地統計調査の方が戸数が多くなっている可能性があります。 

【表７】同一敷地内に複数の住宅がある場合のカウント方法の違い 

住宅・土地統計調査（H25

年） 

住宅ごとにカウントする（同一敷地内にあるかどうか

は無関係）。 

実態調査（H27 年度） 
 敷地ごとにカウントする。（同一敷地内に複数住宅があ

った場合でも、１戸としてカウントする。） 

（イメージ図） 

 

 

＜補足＞（実態調査において敷地ごとにカウントしている理由） 

 空家特措法では「空家等」の定義を「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他

の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を

含む。）」としており、同一敷地内の建築物・工作物等を含む敷地全体を一まとまりとして定義

していることから、この定義に沿って調査を行っています。 

 

 

  

敷地① 敷地② 敷地③

敷地① 敷地② 敷地③

※敷地③内には居住者がいるため、空家等にカウントしない

　住宅・土地統計調査

　実態調査

空き家：４

　敷地に関係なく
空き家数をカウント

計：４

　敷地ごとに空家
等数をカウント

計：２空家等：１ 空家等：１ 空家等：０ （※）

空

空

空

空

空

空

空

空
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３ 空家等対策の推進に関する特別措置法 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号） 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、

その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、

国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等

対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空

家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与する

ことを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の

使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含

む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそ

れのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことに

より著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不

適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する

対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基

本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ

め、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針

に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることが



 

11 

 

できる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対

策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する

事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定

による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行

をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、

技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以

下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、

法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもっ

て構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に

基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相

互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握する

ための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又は

その委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入

らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければなら

ない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を
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携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって

氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度にお

いて、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別

区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有

する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の

区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情

報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地

方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めるこ

とができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸する

ために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されてい

るものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空

家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報

の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用

のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹

の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保

安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家

等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることがで

きる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が

改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除

却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告す

ることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとら

なかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、

その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 
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４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようと

する者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載し

た通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠

を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見

書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じ

ようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じよ

うとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知

するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出

することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者が

その措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する

見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら

義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜら

れるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の

勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うこと

ができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその

命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、

その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者

若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・

総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合に

おいては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条

及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必

要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務

省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ

円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度

の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等
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に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるもの

とする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処す

る。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処

する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六

月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要

があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。 
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４ 鳴門市特定空家等の認定及び措置に関する規則 

鳴門市特定空家等の認定及び措置に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、特定空家等の認定及び措置に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）及び関係省令並びに空家等に関する施策を

総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（平成２７年総務省・国土交通省告示第１号）

に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 空家等 法第２条第１項に規定する空家等であって市内に所在するものをいう。 

⑵ 特定空家等 法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。 

 ⑶ 所有者等 法第３条に規定する所有者等をいう。 

 （特定空家等の認定） 

第３条 市長は、空家等が特定空家等であると認められるときは、当該空家等を特定空家等として

認定することができる。 

２ 市長は、前項の規定による認定を行った場合においては、当該特定空家等の所有者等に対し、

特定空家等認定通知書（様式第１号）により通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による認定を行おうとする場合においては、鳴門市附属機関設置条例

（平成２５年鳴門市条例第２号）第２条に規定する鳴門市特定空家等対策審議会（以下「審議

会」という。）に諮問し、その意見を聴かなければならない。 

４ 第１項の規定による認定を行うための基準は、市長が別に定める。 

 （立入調査） 

第４条 法第９条第３項の規定による通知は、立入調査実施通知書（様式第２号）により行うもの

とする。 

２ 法第９条第４項の規定による証明書は、立入調査員証（様式第３号）とする。 

 （助言又は指導） 

第５条 法第１４条第１項の規定による助言又は指導は、助言・指導書（様式第４号）により行う

ものとする。 

 （勧告） 

第６条 法第１４条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第５号）により行うものとする。 

２ 市長は、法第１４条第２項の規定による勧告を行おうとする場合においては、審議会に諮問

し、その意見を聴かなければならない。 

 （命令） 
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第７条 法第１４条第３項の規定による命令は、命令書（様式第６号）により行うものとする。 

２ 市長は、法第１４条第３項の規定による命令を行おうとする場合においては、審議会に諮問

し、その意見を聴かなければならない。 

３ 法第１４条第４項の規定による通知書の交付は、命令に係る事前の通知書（様式第７号）によ

り行うものとし、同項の規定による意見書は、命令に係る事前の通知に対する意見書（様式第８

号）とする。 

４ 法第１４条第５項の規定による請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書（様式

第９号）により行うものとする。 

５ 法第１４条第７項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書に対する意見聴取通知書（様

式第１０号）により行うものとし、同項の規定による公告は、鳴門市公式ウェブサイトへの掲載

の方法により行うものとする。 

６ 法第１４条第１１項の規定による標識の設置は、標識（様式第１１号）により行うものとし、

同項の規定による公示は、鳴門市公式ウェブサイトへの掲載の方法により行うものとする。 

 （代執行等） 

第８条 市長は、法第１４条第９項の規定に基づき行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定

めるところに従い代執行（以下「代執行」という。）を行おうとする場合及び同条第１０項の規

定に基づく代執行（以下「略式代執行」という。）を行おうとする場合においては、審議会に諮

問し、その意見を聴かなければならない。 

２ 行政代執行法第３条第１項の規定による戒告は、戒告書（様式第１２号）により行うものと

し、当該戒告において定められた措置命令の履行期限までに履行がなされない場合においては、

審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。 

３ 行政代執行法第３条第２項の規定による代執行令書は、代執行令書（様式第１３号）とする。 

４ 行政代執行法第４条の規定による証票は、執行責任者証（様式第１４号）とする。 

５ 法第１４条第１０項の規定による公告は、鳴門市公告式条例（昭和２５年鳴門市条例第１８

号）に定める掲示場に掲示し、当該掲示場への掲示を行った旨について鳴門市公式ウェブサイト

又は広報なるとの両方若しくはいずれか一方に掲載することにより行うものとする。 

 （状態の改善） 

第９条 市長は、第５条の規定による助言又は指導、第６条の規定による勧告若しくは第７条の規

定による命令に応じ、必要な措置を講じた旨の報告を所有者等から受けた場合又は代執行若しく

は略式代執行を行った場合においては、現状の確認を行い、特定空家等の状態が改善され、特定

空家等でないと認められるときは、特定空家等の認定を解除するものとする。 
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２ 前項の規定により特定空家等の認定を解除した場合においては、過失がなくて所有者等を確知

することができない場合を除き、その旨を所有者等に対し、特定空家等認定解除通知書（様式第

１５号）により通知するものとする。 

（雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

鳴門市長

　　

　

　

１．対象となる特定空家等

（所在地）

（所有者等の住所及び氏名）

２．特定空家等と認められる理由

３．所有者等と判断した理由

住 所

氏 名

特定空家等認定通知書

　あなたが所有又は管理する下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２
６年法律第１２７号）第２条第２項に定める「特定空家等」に該当すると認められますの
で、その旨を通知します。
　なお、この文書における空き家等の所有又は管理状況について事実と異なる場合や、既に
何らかの措置を講じている場合は、ご連絡くださいますようお願いします。

記
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様式第２号（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

鳴門市長

　　

　

　

１．対象となる空家等

（所在地）

（所有者等の住所及び氏名）

２．立入調査の目的

３．立入調査日 　　　　年　　月　　日

・ 　本立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、法第１６条第２項の規定に基づき、２０万円以下の過
料に処せられます。

住 所

氏 名

立入調査実施通知書

　あなたが所有又は管理する下記空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法
（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第１４条第１項から第３項までの規定
の施行に必要であるため、下記のとおり法第９条第２項の規定により、立入調査を実施しま
すので、同条第３項の規定によりその旨を通知します。
　ついては、所有者等の立会いが可能である場合は、調査日の前日までにご連絡ください。
　なお、この文書における空き家等の所有又は管理状況について事実と異なる場合又は既に
何らかの措置を講じている場合についても、ご連絡くださいますようお願いします。

記
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様式第３号（第４条関係）

　　　　年　　月　　日

　　

　
　　  年  月  日 発行（　　  年  月  日まで有効）

鳴門市長

第９条　（略）

　　

　

注意

この証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成２６年法律第１２７号)(抜
粋)

２

３

４

５

　市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な
限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる
場所に立ち入って調査をさせることができる。
 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等
と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その５日前まで
に、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただ
し、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限り
でない。
　第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められた
ものと解釈してはならない。

第　　　号

（表面）

（裏面）

所 属

職 名

氏 名

生 年 月 日

立入調査員証

　上記の者は、空家等対策の推進に関する特別措置法第９条第２項の規
定に基づく立入調査の権限を有する者であることを証明する。

（写真）
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様式第４号（第５条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

鳴門市長

　　

　

　

１．対象となる特定空家等

（所在地）

（所有者等の住所及び氏名）

２．助言・指導の内容

３．助言・指導の責任者

４．措置の期限 　　　　年　　月　　日

住 所

氏 名

助　言　・　指　導　書

　あなたが所有又は管理する下記特定空家等について、速やかに周辺の生活環境の保全を図
るために必要な措置をとるよう、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第
１２７号。以下「法」という。）第１４条第１項の規定に基づき助言・指導します。
　また、本通知により助言・指導したにもかかわらず、当該特定空家等の状態が改善されな
いと認められるときは、法第１４条第２項の規定に基づき勧告を行うことがあります。当該
特定空家等の敷地が、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４９条の３の２の規定に
基づき、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例を受けている場合は、当該勧告によ
り、当該特例の対象から除外されることとなりますので、申し添えます。
　なお、この文書における空き家等の所有又は管理状況について事実と異なる場合、既に何
らかの措置を講じている場合、又は本指導に基づく措置を講じた場合は、ご連絡くださいま
すようお願いします。

記
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様式第５号（第６条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

鳴門市長

　　

　

　

１．対象となる特定空家等

（所在地）

（所有者等の住所及び氏名）

２．勧告に係る措置の内容

３．勧告に至った事由

４．勧告の責任者

５．措置の期限 　　　　年　　月　　日

記

住 所

氏 名

勧　　告　　書

　あなたが所有又は管理する下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２
６年法律第１２７号）第２条第２項に定める「特定空家等」に該当すると認められたため、
あなたに対して対策を講じるように指導してきたところでありますが、現在に至っても改善
がなされていません。
　ついては、下記のとおり速やかに周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよ
う、法第１４条第２項の規定に基づき勧告します。
　また、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４９条の３の２の規定に基づき、住宅
用地に対する固定資産税の課税標準の特例を受けている場合は、本勧告により、当該特例の
対象から除外されることとなります。
　なお、本勧告に基づく措置を講じた場合は、ご連絡くださいますようお願いします。
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様式第６号（第７条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

鳴門市長

　　

　

　

１．対象となる特定空家等

（所在地）

（所有者等の住所及び氏名）

２．命令に係る事前の通知に対する意見等の有無　　　有　・　無

３．措置の内容

４．命ずるに至った事由

５．命令の責任者

６．措置の期限 　　　　年　　月　　日

・ 　上記３に示す措置を実施した場合は、遅滞なく上記５に示す者まで報告をすること。

・ 　本命令に違反した場合は、法第１６条第１項の規定に基づき、５０万円以下の過料に処せられます。

・

・

・

　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に鳴門市長に
対して審査請求をすることができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内で
あっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、鳴門市を被告として（訴
訟において鳴門市を代表する者は鳴門市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、こ
の決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経
過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該
審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起すること
ができます。

住 所

氏 名

命　　令　　書

　あなたが所有又は管理する下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２
６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に定める「特定空家等」に該当す
ると認められたため、　　　　年　　月　　日付け　　第　　号により、法第１４条第３項
の規定に基づく命令を行う旨事前に通知しましたが、現在に至っても通知した措置がなされ
ていません。
　ついては、下記のとおり措置をとることを命令します。

記

　上記６の期限までに上記３の措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同期限までに完了す
る見込みがないときは、法第１４条第９項の規定に基づき、当該措置について行政代執行の手続に移行することがあり
ます。
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様式第７号（第７条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

鳴門市長

　　

　

　

１．対象となる特定空家等

（所在地）

（所有者等の住所及び氏名）

２．命じようとする措置の内容

３．命ずるに至った事由

４．意見書の提出及び公開による意見の聴取の請求先

５．意見書の提出期限 　　　　年　　月　　日

・

・ 　上記２に示す措置を実施した場合は、遅滞なく上記４に示す者まで報告をしてください。

　意見書の提出は代理人が行うこともできます。その場合は、代理人であることを証する書類を添付してく
ださい。

住 所

氏 名

命令に係る事前の通知書

記

　あなたが所有又は管理する下記空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２
６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に定める「特定空家等」に該当す
ると認められたため、　　　　年　　月　　日付け　　第　　号により必要な措置をとるよ
う勧告しましたが、現在に至っても当該措置がなされていません。
　このまま措置が講じられない場合には、法第１４条第３項の規定に基づき、下記のとおり
当該措置をとることを命令することとなりますので通知します。
　なお、あなたは、法第１４条第４項の規定に基づき、本件に関し意見書及び自己に有利な
証拠を提出することができるとともに、同条第５項の規定に基づき、本通知の交付を受けた
日から５日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを
請求することができる旨申し添えます。
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様式第８号（第７条関係）

年　　月　　日

（宛先）

鳴門市長

住　　所

氏　　名

電話番号

　　

　

　

・ 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、添付すること。

・ 証拠書類等の提出がある場合は添付すること。

・ 代理人が提出する場合は、代理人であることを証する書類を添付すること。

２ 意見

３
自己に有利な証拠の
提出の有無

有　　・　　無

命令に係る事前の通知に対する意見書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号の命令に係る事前の通知に対して、空家等対
策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第１４条第４項の規定に基づ
き、下記のとおり意見及び自己に有利な証拠を提出します。

記

対象となる特定空家
等

（所在地）

（所有者等の住所及び氏名）１
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様式第９号（第７条関係）

年　　月　　日

（宛先）

鳴門市長

住　　所

氏　　名

電話番号

　　

　

　

命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号の命令に係る事前の通知に対して、空家等対
策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第１４条第５項の規定に基づ
き、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求します。
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様式第１０号（第７条関係）

年　　月　　日

様

鳴門市長

　　

　

　

１．対象となる特定空家等

（所在地）

（所有者等の住所及び氏名）

２．命じようとする措置の内容

３．意見聴取の期日及び場所

命令に係る事前の通知書に対する意見聴取通知書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　　号の命令に係る事前の通知に対して、
年　　月　　日付けで意見聴取請求がありました。
　空家等対策の推進に関する特別措置法(平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。)
第１４条第６項及び第７項の規定に基づき、下記のとおり公開による意見の聴取を行うた
め、あなた又は代理人の出頭を求めますので、その旨を通知します。
　なお、意見の聴取に際しては、法第１４条第８項の規定に基づき、証人を出席させ、か
つ、自己に有利な証拠を提出することができる旨申し添えます。

記

住 所

氏 名
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様式第１１号（第７条関係）

　　

　

１．対象となる特定空家等の所在地

２．措置の内容

３．命ずるに至った事由

４．命令の責任者

５．措置の期限 　　　　年　　月　　日

標　　　　識

　下記特定空家等の所有者等は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第
１２７号）第１４条第３項の規定に基づき措置をとることを、　　　　年　　月　　日付け
第　　号により、命ぜられています。

記
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様式第１２号（第８条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

鳴門市長

　　

　

　

特定空家等

(1) 所在地

(2) 用途

(3) 構造

(4) 規模 建築面積

延べ床面積

(5) 所有者等の住所及び氏名

・

・

　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以
内に鳴門市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌
日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求を
することができなくなります。）。

　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、鳴門市を
被告として（訴訟において鳴門市を代表する者は鳴門市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起
することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であって
も、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなく
なります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを
知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

住 所

氏 名

戒　　告　　書

　あなたに対し　　　　年　　月　　日付け　　第　　号によりあなたの所有又は管理する
下記特定空家等の　　　　を行うよう命じました。この命令を　　　　年　　月　　日まで
に履行しないときは、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）
第１４条第９項の規定に基づき、下記特定空家等の　　　　を執行いたしますので、行政代
執行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第１項の規定によりその旨戒告します。
　なお、代執行に要するすべての費用は、行政代執行法第５条の規定に基づき貴殿から徴収
します。また、代執行によりその物件及びその他の資材について損害が生じても、その責任
は負わないことを申し添えます。

記
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様式第１３号（第８条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

鳴門市長

　　

　

　

１．対象となる特定空家等

（所在地）

（所有者等の住所及び氏名）

２．代執行の時期

　　　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日　まで

３．執行責任者

４．代執行に要する費用の概算見積額

・

・ 　この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、鳴門市を
被告として（訴訟において鳴門市を代表する者は鳴門市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起
することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であって
も、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなく
なります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを
知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

住 所

氏 名

代執行令書

　　　　　年　　月　　日付け　　第　　号によりあなたの所有（管理）する下記特定空家
等を　　　　年　　月　　日までに　　　　するよう戒告しましたが、指定の期日までに義
務が履行されませんでしたので、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第
１２７号）第１４条第９項の規定に基づき、下記のとおり代執行を行いますので、行政代執
行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第２項の規定により通知します。
　また、代執行に要するすべての費用は、行政代執行法第５条の規定に基づき貴殿から徴収
します。また、代執行によりその物件及びその他の資材について損害が生じても、その責任
は負わないことを申し添えます。

記

　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以
内に鳴門市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌
日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求を
することができなくなります。）。
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様式第１４号（第８条関係）

　　  年  月  日

鳴門市長

　　 １．代執行をなすべき事項

　

２．代執行をなすべき時期

　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日までの間

第１４条　（以上略）

９

　　 １０～１５　（略）

　 第４条

　代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任
者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、
何時でもこれを呈示しなければならない。

　上記の者は、下記の行政代執行の執行責任者であることを証する。

（裏面）

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成２６年法律第１２７号)(抜粋)

（表面）

第　　　号

執行責任者証

　市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合におい
て、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行して
も十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みが
ないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるとこ
ろに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれを
させることができる。

行政代執行法(昭和２３年法律第４３号)(抜粋)

記
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様式第１５号（第９条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

様

鳴門市長

　　

　

　

１．対象となる特定空家等

（所在地）

（所有者等の住所及び氏名）

２．特定空家等でないと認められた理由

・ 　当該空家等に関して、現在、法第１４条第２項の規定に基づく勧告や、同条第３項の規定に基づく命
令を受けている場合は、この通知により撤回されるものとします。

住 所

氏 名

特定空家等認定解除通知書

　あなたが所有又は管理する下記空家等は、状態が改善され、空家等対策の推進に関する特
別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に定める「特定
空家等」でないと認められますので、その旨を通知します。
　今後も引き続き適正な管理をお願いします。

記
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５ 鳴門市特定空家等の認定及び措置に関する規則事務取扱要綱（特定空

家等認定基準） 

鳴門市特定空家等の認定及び措置に関する規則事務取扱要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、鳴門市特定空家等の認定及び措置に関する規則（平成２８年鳴門市規則第４

９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。 

 （特定空家等の認定基準） 

第２条 規則第３条第４項に規定する特定空家等の認定基準は、別表第１及び別表第２に掲げる基

準とする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２８年６月１日から施行する。 
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（別表第１）特定空家等の認定基準

チェック 備考

(a)  建築物が倒壊等により、危険となるおそれがある。 別表第２により判断する。

(b)  屋根、外壁等の脱落、飛散等により、危険となるおそれがある。

(c)  門や塀、擁壁等が老朽化し、危険となるおそれがある。

(d)  その他の状態により著しく保安上危険となるおそれがある。

(c)  その他の状態により、著しく衛生上有害となるおそれがある。

(c)  その他の状態により、著しく景観を損なっている。

※

項目（状態の例）

 建築物又は設備等の破損が原因で、汚物の流出、臭気の発生等、地域住民
の日常生活に支障を及ぼしている。

 ごみ等の放置、不法投棄が原因で、臭気の発生、多数のねずみ、はえ、蚊
等の発生等、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

 地域で定められた景観保全に係るルール等に著しく適合しない状態となっ
ている。

 周囲の景観と著しく不調和な状態となっている。
 ・屋根、外壁、窓ガラス、看板等の破損、汚損
 ・立木等の著しい繁茂
 ・大量のごみ等の放置

景観
適切な管理が行われていない
ことにより著しく景観を損
なっている状態

(a)

4 その他
その他周辺の生活環境の保全
を図るために放置することが
不適切である状態

(c)

(d)

(b)

(a)

当面の間は、別表第２のランクＥに該当するもののうち周辺への影響が特に著しいもの、その他特に緊急性が高いと認められるものについて、特定空家等への認定
を行うこととする。

分類

1 保安
そのまま放置すれば倒壊等著
しく保安上危険となるおそれ
のある状態

2 衛生
そのまま放置すれば著しく衛
生上有害となるおそれのある
状態

3

(b)

(a)

(b)

 空家等に住みついた動物等が原因で、周辺の生活環境に悪影響を及ぼして
いる又は及ぼすおそれがある。
 ・鳴き声その他の音による騒音
 ・ふん尿等による臭気の発生
 ・大量の毛又は羽毛の飛散
 ・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等の発生
 ・動物、シロアリ等が周辺の土地・家屋へ侵入、飛来

 建築物等の不適切な管理等が原因で、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすお
それがある。
 ・門扉の無施錠、窓ガラス破損等による不特定者の侵入
 ・周辺の道路、家屋の敷地等への大量の土砂等の流出

 その他の状態により、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが
不適切である状態となっている。

 立木が原因で、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている。
 ・腐朽、倒壊、枝折れ、枝のはみ出し
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（別表第２）「1(a)建築物が倒壊等により、危険となるおそれがある」の判断基準

評定区分 評点 測定点

イ
25

ロ

50

ハ
100

イ
15

ロ

25

イ
15

ロ

25

ハ 50

ランク

A

B

C

D

E

 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は
破損により、著しく下地の露出しているもの又は
壁体を貫通する穴を生じているもの

 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨も
りのあるもの

 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏
板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がっ
たもの

 屋根が著しく変形したもの

評  定  内  容

構造の腐
朽又は破
損の程度

①

②

③

評定項目

基礎土台柱又はは
り

外壁

屋根

 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又
は破損しているもの等小修理を要するもの

 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいも
の、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台
又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修
理を要するもの

 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が
著しく崩壊の危険のあるもの

 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下
地の露出しているもの

※倒壊しても周辺へ影響を及ぼさないと考えられる場合は、「倒壊等により危険となる恐れがある」と
は判断しないものとする。

基本的に倒壊等の可能性があると考えられるが、必要に応じて総合的
に判断する。

合計（最高175点）

※一の評定項目につき該当評定内容が２又は３ある場合においては、当該評定項目についての評点は、
該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。

以下の分類により、倒壊等により危険となる恐れがあるかどうか判断する。

倒壊等の可能性はないと考えられる。

基本的に倒壊等の可能性は低いと考えられるが、必要に応じて総合的
に判断する。

倒壊等の可能性が高いと考えられる。

倒壊等の可能性が極めて高いと考えられる。

０点

点数

①が５０未満、②が
２５未満、③が２５
未満のいずれも満た
すもの

①が５０以上、②が
２５以上、③が２５
以上のいずれかを満
たすもの

合計１００以上

最高点（１７５点）
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６ 鳴門市空家等対策計画協議会設置要綱 

鳴門市空家等対策計画協議会設置要綱 

 （設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」とい

う。）第７条第１項の規定に基づき、本市における法第６条第１項に規定する空家等対策計画

（以下「空家等対策計画」という。）の作成及び変更に関して協議を行うために、鳴門市空家等

対策計画協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

 （協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。  

（１）空家等対策計画の作成及び変更に関し必要な事項  

（２）その他協議会が必要と認める事項  

（協議会の構成員）  

第３条 協議会は、委員１２人以内で組織する。  

２ 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとする。 

（１）公募による市民  

（２）市議会の議員 

（３）関係団体の代表者又はその推薦を受けた者 

（４）学識経験者  

（５）徳島県の職員  

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任を妨げない。  

（報償） 

第５条 委員に対する謝礼は、報償金として協議会１日につき５,０００円とする。ただし市長及び

第３条第２項第５号に規定する委員には、支給しない。 

（会長及び副会長)  

第６条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は市長とし、副会長は市長の指名する委員がこれにあたる。  

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。  

（協議会の運営）  

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。  

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 会長は必要に応じ、委員以外の者を会議に参加させることができる。 

４ 会議は、原則として公開とする。  

（庶務）  

第８条 協議会の庶務は、経済建設部まちづくり課において処理する。  



 

37 

 

（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。  

附 則 

この要綱は、平成２７年１１月２０日から施行する。  
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７ 鳴門市特定空家等対策審議会運営要綱 

鳴門市特定空家等対策審議会運営要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、鳴門市附属機関設置条例（平成２５年鳴門市条例第２号）第１１条の規定に

基づき、鳴門市特定空家等対策審議会（以下「審議会」という。）の運営に関して必要な事項を

定めるものとする。 

 （会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 （会議） 

第３条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議は、会長が議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 （関係者の出席等） 

第４条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求め、意見又は資料の

提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第５条 審議会の庶務は、経済建設部まちづくり課において行う。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定

める。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年１１月２０日から施行する。 
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